
計画停電発生時等のインバランス料金単価について

【インバランス料金単価の反映について】
〇計画停電やブラックアウトが発生した際には、一般送配電事業者は、復旧作業などに注力する必要があるため、ICSにて

実需給コマ終了後30分以内に前述の事象を反映していないインバランス料金単価を公表いたしますが、後日、事象を
踏まえた単価再算定を行い、インバランス料金単価に変更があった場合は、ICSの「更新情報」欄にてお知らせいたします。

〇電力使用制限が公表された場合は、その期間中のインバランス料金単価算定時点で、上記単価との比較を行います。
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【計画停電発生時のインバランス料金単価について】
〇計画停電を調整力とみなし、kWh 価格＝C 円/kWhの調整力が稼働したとみなして、単価の算出を行います。
〇2022年度から2023年度までの２年間は、暫定的な措置として、需給要因により高騰したと考えられる過去の時間前

市場での約定の最高価格を参考に 200 円/kWh を適用します。
〇暫定措置期間終了後は、600円/kWh に変更することが決定しています。

【電力使用制限発生時のインバランス料金単価について】
〇電力使用制限を調整力とみなし、kWh 価格＝100円/kWh の調整力が稼働したとみなして、単価の算出を行います。

【ブラックアウト発生時のインバランス料金単価について】

状況 インバランス料金の扱い 卸電力取引市場の扱い

ブラックアウトが発生した場合
⁻ ブラックアウト〜ネットワーク機能が復旧
するまで

⁻ ネットワーク機能の復旧には、設備損壊
など当⾯物理的に通電しえない地域を
除く。

ブラックアウト発生当日
︓ブラックアウト発生直前のスポット市場

価格（各48 コマ）
ブラックアウト発生翌日以降
︓ブラックアウト発生直前一週間のスポット

市場価格の平均値（各48 コマ）

卸電力取引市場を停⽌

【計画停電発生時等の周知について】
〇計画停電時や電力使用制限時の適用については、実施が決定した段階で、政府等から広く国民への周知が行われます。
〇合わせて該当エリアの一般送配電事業者HPおよびICSHPの「お知らせ」欄にて公表いたします。
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